
北海道総合教育会議の運営に関する要綱新旧対照表

改正後 改正前 改正理由

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略）

（事務局） （事務局）
第８条 会議の事務局は、総務部教育・法人局総合教育推進課に 第８条 会議の事務局は、総合政策部政策局総合教育推進課に置 組織機構改正による
置く。 く。 部局の変更

第９条 （略） 第９条 （略）

附 則 附 則
この要綱は、平成27年６月17日から施行する。 この要綱は、平成27年６月17日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、平成29年６月21日から施行する。 この要綱は、平成29年６月21日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、令和３年１月21日から施行する。 この要綱は、令和３年１月21日から施行する。

附 則
この要綱は、令和３年11月 日から施行する。



北海道総合教育会議の傍聴に関する要領新旧対照表

改正後 改正前 改正理由

第１条 （略） 第１条 （略）

（傍聴の手続等） （傍聴の手続等）
第２条 会議を傍聴しようとする者は、別記第１号様式による傍 第２条 会議を傍聴しようとする者は、別記第１号様式による傍
聴申請書を会議の開催日の３日前（以下「提出期限」という。） 聴申請書を会議の開催日の３日前（以下「提出期限」という。）
までに総務部教育・法人局総合教育推進課（以下「事務局」と までに総合政策部政策局総合教育推進課（以下「事務局」とい 組織機構改正による
いう。）に到着するよう送付（ファクシミリ又は電子メールに う。）に到着するよう送付（ファクシミリ又は電子メールによ 部局の変更
よる送付を含む。以下同じ。）をし、別記第２号様式による傍 る送付を含む。以下同じ。）をし、別記第２号様式による傍聴
聴者証の交付を受けなければならない。 者証の交付を受けなければならない。

２～６ （略） ２～６ （略）

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略）

別記第１号様式（第２条関係） 別記第１号様式（第２条関係）

傍 聴 申 請 書 傍 聴 申 請 書

年 月 日開催の北海道総合教育会議を傍聴したいので、 年 月 日開催の北海道総合教育会議を傍聴したいので、
申請します。 申請します。

年 月 日 年 月 日

北海道総務部教育・法人局総合教育推進課長 北海道総合政策部政策局総合教育推進課長 組織機構改正による

申請者 住所 申請者 住所 部局の変更
電話 電話
氏名 氏名

別記第２号様式（第２条関係） 別記第２号様式（第２条関係）

第 号 第 号

傍 聴 者 証 傍 聴 者 証

年 月 日開催の北海道総合教育会議の傍聴を認めます。 年 月 日開催の北海道総合教育会議の傍聴を認めます。

年 月 日 年 月 日

北海道総務部教育・法人局総合教育推進課長 北海道総合政策部政策局総合教育推進課長 組織機構改正による

様 様 部局の変更

（当日は、 時 分までに、 で、この傍聴者証を総 （当日は、 時 分までに、 で、この傍聴者証を総 組織機構改正による
務部教育・法人局総合教育推進課の職員に提示し、職員の指示に従って 合政策部政策局総合教育推進課の職員に提示し、職員の指示に従って傍
傍聴してください。） 聴してください。） 部局の変更


